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池田市公共施設等再整備事業計画策定支援業務委託  
公募型プロポーザル実施要領 

 
１．本実施要領について 

本実施要領は、別紙仕様書に基づき池田市公共施設等再整備事業計画策定支援業務委

託に係る優先的交渉権者を選定するにあたり、業務の概要や公募によるプロポーザルの

手続方法等について必要な事項を定めるものである。 
 

２．業務の概要 
(1) 業務名称：池田市公共施設等再整備事業計画策定支援業務委託 

(2) 業務内容：別紙仕様書のとおり 

(3) 委託期間：契約締結の日から令和６年３月２９日まで 

(4) 提案限度価格:金１０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
※ただし、この金額は、提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示

すものではないことに留意する。 
 
３．参加資格 

このプロポーザルへの参加資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とす

る。 
(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(2) 令和５・６年度池田市入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。 

(3) 池田市指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(4) １者での参加であること。複数者での参加は認めない。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）

に基づき、更生または再生手続開始の申立てがなされている者については、更生計

画または再生計画の認可決定の確定を受けていること。 

(6) 池田市暴力団の排除に関する条例（平成 23年池田市条例第 20 号）で規定する暴力

団又は暴力団密接関係者でないこと。また、これらの者と下請契約その他の契約を

締結する者でないこと。 

(7) 過去５年以内に地方自治体が発注した同種・類似業務を履行（完了）した実績を有

する者であること。 
・同種業務：公共施設総量削減に係る中長期財政シミュレーション分析を実施した

業務、地方自治体における中長期財政シミュレーション分析を実施した業務 

・類似業務：公共施設再編（再配置）計画策定支援業務、公共施設等総合管理計画

策定（改訂）支援業務、個別施設計画（長寿命化計画）策定（改訂）支援業務 

＊実績を証明できる契約書と仕様書を添付すること。 

(8) 配置予定の管理技術者、照査技術者は過去５年以内に上記同種・類似業務実績を有

すること。また、財務・経営的観点での公認会計士や、技術的観点での技術士（総
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合技術監理部門：建設―都市及び地方計画、建設部門：都市及び地方計画）、一級

建築士の有資格者を選任することが望ましい。 

＊本プロポーザル参加表明日時点で継続して３か月以上の直接的な雇用関係にあ

る者とすること。 

 

４．実施スケジュール 
内容 日付 

募集開始 
令和５年７月１０日（月） 

質疑書受付開始（メールで受付） 
質疑書提出期限 令和５年７月１８日（火）１７時必着 
質疑回答公表（市ホームページ） 令和５年７月２１日（金）※予定 
参加申込及び提案書等提出期限 令和５年７月３１日（月）１７時必着 

審査（プレゼンテーション） 
令和５年８月 ７日（月）～ 
令和５年８月１０日（木）※予定 

審査結果通知 ８月中旬頃 ※予定 
契約手続き ８月下旬頃 ※予定 

※日程につきましては、あくまでも予定であり、変更となる場合があります。 
 
５．業務に関する質疑受付及び回答 

(1) 質疑書提出 
本プロポーザルに関して質疑がある場合は、令和５年７月１８日（火）まで(１７時必

着)の受付期間内に、所定の方法により質疑書（様式第６号）の提出があった際には、

これを質疑として受け付ける。 
(2) 質疑書の提出方法及び提出先 
メールで、後述する【問い合わせ先及び提出先】へ提出すること。メールの宛先タイ

トルに「【質疑書】池田市公共施設等再整備事業計画策定支援業務委託」と記載する

こと。 
(3) 質疑書に対する回答 
質疑に対する回答は、令和５年７月２１日（金）（予定）に本市ホームページで公表

する。 
 
６．参加申請書類・提案書提出の方法 

本プロポーザルに参加を希望する者は、本市ホームページから必要書類等をダウンロ

ードし、次のとおり必要書類等を提出すること。 
(1) 受付期間 

令和５年７月３１日（月）まで（１７時必着） 

(2) 受付時間 

８時４５分から１７時まで（土日祝除く） 

(3) 提出方法 
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持参または郵送により、後述する【問い合わせ先及び提出先】へ提出すること。郵送

の場合は簡易書留等、記録が残る方法で郵送すること。 

(4) 提出書類 

■参加申請書類（正本１部） 
・ 参加表明書（様式第１号） 
・ 会社概要書（様式第２号） 

＊会社の概要が分かるパンフレットがあれば添付すること。 
・ 業務実績書（様式第３号） 

＊実績の契約書と仕様書を添付すること。 

・ 業務実施体制表（様式第４号） 

・ 技術者の業務経歴（様式第５号） 

＊実績の契約書と仕様書、資格証明書を添付すること。 

＊管理技術者と照査技術者の保険証等（記号、番号は墨塗可）３カ月以上雇用関

係を証明できるものも添付すること。 

 
■提案書（正本 1 部、副本１０部） 

・ 提案書鏡（様式第７号） 

・ 提案書（様式任意（Ａ３判片面横型）） 

・ 見積書（様式任意） 

 

７．提案書について 
提出書類として正本１部、副本１０部を提出すること。提案書鏡は様式第７号を使用

し、提案書は次に示す４つのテーマについて任意様式（Ａ３判片面横型）で３枚以内に

記載すること。 

見積書は任意様式で、各業務内容に沿って見積価格（消費税及び地方消費税を抜いた 

金額）の内訳を明記すること。 

テーマ１．業務実施方針について 

テーマ２．業務実施手順、業務実施工程、業務進捗管理方法について 

テーマ３．公共施設の将来更新費用を踏まえた中長期財政シミュレーション手法につ

いて 

テーマ４．中長期財政シミュレーション結果を踏まえた公共施設総量削減検討手法に

ついて 

 

８．辞退 

参加申込後に参加を辞退する場合は、プレゼンテーション実施日までに電話連絡の

上、辞退届（様式第８号）を後述する【問い合わせ先及び提出先】へ持参または郵送に

より、遅滞なく提出すること。また、プレゼンテーション実施後の辞退は認めない。 
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９．受託候補者の選定 

(1) 選定方法 
選定委員会において、提案書及び提案書に基づくプレゼンテーションの審査を行

い、評価点数の合計による総合評価で最高得点を得た参加者を優先交渉権者とす

る。ただし、最高得点を得た参加者の得点が、選定委員会で定める基準点に満たな

い場合は採択しない。 
(2) プレゼンテーション実施予定日時及び会場等 

    詳細については、参加者にメールにて通知する。 

(3) プレゼンテーションの実施方法等 

プレゼンテーションの出席者は４名以内とし、本業務の管理技術者または照査技 

術者が説明を行うこと。プレゼンテーションは、提出された提案書を用いて行うこ

ととし、追加資料は受理しない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジ

ェクター等による説明は許可する。この場合、プロジェクター・スクリーンは本市

が用意し、操作用のパソコン等は持ち込み可能とする。なお。プレゼンテーション

は個別に行い、非公開とする。 

・ 時間配分 

プレゼンテーション１５分以内、質疑応答１０分以内とする。 

・ 評価項目及び配点 

別表のとおりとする。 

・ 選定結果は、全参加者に対し書面にて選定結果を通知するとともに、本市ホーム

ページでも公表する。 

・ 選定結果に関する問合せ、異議申立て等は一切できないものとする。 

 

１０．参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 上記３．の参加資格の要件を欠いた場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 提出期限までに提出書類が提出されなかった場合 

(4) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(5) 提案に当たり著しい信義に反する行為等により、選定委員会が失格であると認めた

場合。 

(6) 見積額が提案限度価格を超えた場合。 

(7) その他受託候補者として不適格と審査において認めた場合。 

 

１１．契約の締結 

契約内容及び仕様等については、採択された提案を基に、本市と詳細を協議するもの

とする。なお、契約内容と仕様、契約金額については、協議の結果、採択された提案と

変更が生じることがある。 
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１２．その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに関して参加者が必要とした費用は、全て参加者の負担とする。 

(2) やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めると

きは、中止又は取消すことがある。この場合において、本プロポーザルに要した費

用を本市に対し請求することはできない。 

(3) 提出書類の提出後の修正又は変更は認めない。 

(4) 提出書類は、返却しない。 

(5) 提出書類を参加者に無断で本プロポーザルの選定以外の目的に使用しない。 

(6) 選定を行う作業に必要な範囲において提出書類の複製を作成することがある。 

(7) 本市は、本プロポーザルに係る情報公開の請求があった場合、池田市情報公開条例

（平成 16年池田市条例第１号）の規定に基づき提出書類を公開する場合がある。 

 

【問い合わせ先及び提出先】 

池田市総合政策部公共建築課  

〒563-0025 大阪府池田市城南 1-1-1 

電 話: 072-754-6276（直通） 

メール: k-kenchiku@city.ikeda.osaka.jp 

 

mailto:k-kenchiku@city.ikeda.osaka.jp
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別表 評価項目及び配点 

評価項目 評価内容 配点 

 

会社業務実績 

過去５年以内に本業務と同種・類似業務について

十分な実績があるか。 
・同種業務：①公共施設総量削減に係る中長期財政

シミュレーション分析を実施した業務 ②地方自

治体における中長期財政シミュレーション分析を

実施した業務 
・類似業務：③公共施設再編（再配置）計画策定支

援業務 ④公共施設等総合管理計画策定（改訂）支

援業務 ⑤個別施設計画（長寿命化計画）策定（改

訂）支援業務 

５ 

管理技術者及び照査技

術者の実務実績 
１０ 

業務実施体制 

管理技術者、照査技術者、担当技術者は本業務に

活かすことのできる資格を有する体制となってい

るか。 

①公認会計士 ②技術士（総合技術監理部門：建

設－都市及び地方計画、建設部門：都市及び地方

計画） ③一級建築士 

１０ 

テーマ１ 
業務の趣旨・目的に合う具体的な実施方針となっ

ているか。 
１０ 

テーマ２ 

工期内に望ましい成果を上げることができる実現

可能な業務実施手順、実施工程、進捗管理となっ

ているか。 

１０ 

テーマ３ 
・業務の趣旨、目的に叶った具体的な提案である

か。 

・業務の特性を理解し課題解決となる提案となっ

ているか。 

・独自性を持った提案であるか。 

・効率的、効果的で実現可能な提案であるか。 

２０ 

テーマ４ ２０ 

プレゼンテーション 

・理解しやすい資料構成になっているか。 
・配置予定技術者の説明は簡潔明瞭で理解しやす
く、質問に対する受け答えは適切であり、必要な
能力を保有すると認められるか。 

１０ 

見積額 提案に対して妥当な見積額となっているか。 ５ 

評価点の合計 ― １００ 

 


